
防府市職員の時差出勤勤務に関する要綱 

平成３１年４月１日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワー

クライフバランスの推進を図るため、時差出勤勤務に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「時差出勤勤務」とは、防府市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例施行規則（平成９年防府市規則第２３号）第２条ただし書

きの規定により同条本文に規定する勤務時間（以下「通常の勤務時間」とい

う。）と異なる勤務時間を割り振られた勤務をいう。 

 （時差出勤勤務命令） 

第３条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表に定

める勤務時間及び休憩時間（以下「勤務時間等」という。）の区分により職員

（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員のうち、１日の勤務時間が７時間４５分より短い職員を

除く。以下同じ。）に対して時差出勤勤務を命ずることができる。 

(１) 職員が会議、審査会、説明会、講座、催事、窓口延長その他の業務で

あらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業

務に従事する場合であって、所属長が必要と認めるとき 

(２) 職員の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が業

務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき 

２ 前項の規定にかかわらず、所属長が別表に定める勤務時間以外の勤務が業

務の都合上、特に必要と認める場合は、人事主管課と協議の上、職員に対し

て時差出勤勤務を命ずることができる。 

３ 所属長は、業務遂行上やむを得ないと認められるときは、別表に定める休

憩時間を変更することができる。 

４ 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、原則として、勤務時間等を変更

して割り振ろうとする日の前日までに時差出勤勤務命令簿（別記様式）によ

り職員に明示しなければならない。 



５ 前項の規定により、時差出勤勤務命令簿を明示された職員は、時差出勤勤

務の前日までに庶務事務システムに入力しなければならない。 

 （時差出勤勤務を実施した日の取扱い） 

第４条 時差出勤勤務を実施した日に対しては、防府市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成９年防府市条例第１７号）第５条に規定する週休日の

振替等及び同条例第１０条第１項に規定する代休日の指定は原則として行わ

ないものとする。 

２ あらかじめ、１日単位の年次有給休暇の請求のあった日に対しては、時差

出勤勤務を行うことはできない。 

 （実施に当たっての留意事項） 

第５条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たっては、所属の業務を遂行に

支障が生じ、又は市民サービスが低下することがないよう留意しなければな

らない。 

２ 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たっては、職員の健康及び福祉を害

することのないよう配慮しなければならない。 

３ 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も通常の勤務

と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年９月１１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 



 

別表（第３条関係） 

区分 勤務時間 休憩時間 

１ 午前７時３０分から午後４時１５分まで 正午から午後１時まで 

２ 午前８時から午後４時４５分まで  

３ 午前８時１５分から午後５時まで  

４ 午前９時から午後５時４５分まで  

５ 午前９時３０分から午後６時１５分まで  

６ 午前１０時１５分から午後７時まで  

７ 午後０時３０分から午後９時１５分まで 午後４時３０分から午後

５時３０分まで 

８ 午前６時３０分から午後３時１５分まで 正午から午後１時まで 

９ 午前７時１５分から午後４時まで  

 ※区分７については、競輪局職員のみに適用する 

 ※区分８については、青果市場職員のみに適用する 

 ※区分９については、学校給食管理室職員のみに適用する 



別記様式（第３条関係）

月 日 確認日

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

時 時 分まで

１　時差出勤勤務実施希望日の前日までに所属長に申し出、確認を受けること

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

勤　　務　　時　　間

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

分から

所属長名

氏名

分から

分から

時差出勤勤務命令簿

曜日

年分

分から

所属名

職員番号


